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始めにお読みください 

 この冊子は，今後の成年後見・保佐・補助の事務を行う上で重要なことが記載さ

れています。すべての内容をよく読んでいただき，分からないことがあったときに

確認することができるよう，大切に保管してください。 

 なお，この冊子は，成年後見人の事務を中心に記載していますが，保佐人，補助

人にも共通しますので（ただし，財産管理に関する記載は，保佐人，補助人に代理

権が付与されている場合に付与された代理権の範囲内でのみ共通する。），後見人を

保佐人，補助人と読み替えて内容を確認してください。 

 

 

【略語】 

この冊子では， 

成年後見人を「後見人」 

成年被後見人を「被後見人」 

成年後見監督人を「後見監督人」  とそれぞれ記載しています。 

 

【各種書式】 

 裁判所への報告のために使用する各種書式は，この冊子とは別に交付しますので，

受け取ったことを確認して保管してください。 
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 Ｑ１ 後見人の仕事  

このたび，後見人に選任されました。後見人の仕事について教えてくださ

い。 

 

Ａ 後見人は，被後見人（後見を受ける人のこと）の身上保護と財産管理を行いま

す。 

また，行った職務の内容を家庭裁判所又は後見監督人に報告します。 

 

１ 被後見人は，認知症，知的障害，精神障害などの原因により判断能力を欠くた

め，自分で治療や介護を受ける契約を結ぶことはできませんし，自分の財産を適

切に管理することができません。そのような状態を放っておくと，十分な治療や

介護が受けられなくなったり，財産が失われてしまうおそれがあります。そこ

で，被後見人に代わって，治療や介護を受ける契約を締結したり（身上保護），

財産管理をする人が必要になります。それが後見人です。このように後見人は被

後見人にとってなくてはならない存在です。 

  ここで，身上保護とは，被後見人の生活や健康，療養看護等に関する職務をい

います。例えば，被後見人の住居の確保及び生活環境の整備，施設等の入退所の

契約，被後見人の治療，介護や入院の手続などを行うことをいいます。 

  また，財産管理とは，被後見人の財産内容の正確な把握，年金の受領，必要な

経費の支出といった出納の管理，預貯金の通帳や保険証書の保管などを行うこと

をいいます。 

２ したがって，後見人は，被後見人の財産に関する法律行為について包括的に代

理する権限を有し，これに対応して，被後見人の財産の全面的な管理権を有しま

す。このような後見人の行うべき行為は被後見人の治療や介護など身上に関連す

る事項が多いので，後見人は，職務の遂行に当たっては，被後見人の心身の状態

及び生活の状況に十分配慮しなければなりません（民法８５８条）。 
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３ 家庭裁判所は，このような後見人の役割を踏まえ，被後見人の生活や財産の状

況，後見人候補者の経歴，被後見人との関係など，さまざまな事情を考慮した

上，被後見人のために誠実に，かつ責任をもって，その職務を果たすことができ

る方を後見人に選任しています。 

 

後見監督人とは 

  後見監督人は，被後見人やその親族，後見人の請求によって，又は裁判所の職権によ

り，裁判所が選任します。後見監督人は必ず選任されるものではなく，必要に応じて選

任されます。また，後見開始後，追加的に選任されることもあります。 

  後見監督人の基本的な仕事は，後見人の事務を監督することですが，この後見監督事

務を通じて後見人への指導及び助言，さらには後見人からの相談対応を行いま

す。 
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Ｑ２ 後見人の責任 

後見人の責任について教えてください。 

 

Ａ 後見人に不正な行為，著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があると

きには，家庭裁判所が後見人解任の審判をすることがあります。また，これとは

別に，不正な行為によって被後見人に損害を与えた場合には，その損害を賠償し

なければなりません。業務上横領罪等の刑事責任を問われることもあります。 

 

１ 解任 

  不正な行為，著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由とは，例えば，後

見人が被後見人の財産を横領する行為（後見人自身や後見人の子どもなど，被後

見人以外の者のために被後見人の財産を費消するような行為），被後見人に損害

を与えかねない不適切な方法による財産管理，身上保護や財産管理といった後見

人としての任務を怠ること，家庭裁判所への後見事務の報告を怠ること，家庭裁

判所の指示に従わないことなどのことです。 

２ 民事上の責任 

後見人は，被後見人のため，十分な注意を払って，誠実にその職務を遂行する

義務を負っていますので，故意又は過失によって被後見人に損害を与えた場合に

は， その損害を賠償しなければなりません。 

３ 刑事上の責任 

後見人が被後見人の財産を横領した場合には，業務上横領罪等の刑事責任を問

われることもあります。 

４ 財産管理に当たっての心構え 

以上の責任は後見人が被後見人の親族であっても免れることはできません。親

族であっても後見人となった以上，被後見人の財産は，あくまでも「他人の財産」

であるという意識を持って財産管理を行ってください。  
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Ｑ３ 裁判所との関係 

後見人になったら，家庭裁判所に何か報告しなければならないのでしょう

か。また，家庭裁判所に呼ばれることがあるのでしょうか。 

 

Ａ 後見人になると，まず，財産目録等を作成して，家庭裁判所又は後見監督人に

提出しなければなりません（Ｑ４参照）。 

  その後も，定期的に書面により後見事務の報告をしていただきますし（Ｑ１４

参照），臨時で報告していただくこともあります。また，家庭裁判所に出向いて

説明するよう求められることもあります。 

 

後見事務は，被後見人に適切な療養看護を受けさせ，その財産を適正に維持管理

するために行われるもので，後見人と家庭裁判所又は後見監督人が協力する必要が

あります。そのため，後見人は，必要に応じて，家庭裁判所に対し連絡や相談をし

ていただくとともに，家庭裁判所や家庭裁判所から選任された後見監督人の監督を

受けることになっています。これを後見監督といいます。具体的には，家庭裁判所

や後見監督人に対し，被後見人の治療や介護はどのようにされているか，その財産

管理の現状はどのようになっているかなどを定期的に書面で報告していただきます。

また，必要に応じて，口頭による説明を求められることもあります。そのため，後

見人は，日ごろから，自分が行った職務の内容を記録にとどめるとともに，金銭を

支出したことを裏付ける領収書等の資料を残すなどして，家庭裁判所や後見監督人

にその内容を報告できるようにしておく必要があります（Ｑ４，Ｑ６，Ｑ１４を参

照してください。）。 
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 Ｑ４ 後見人の最初の仕事  

後見人に選任されて，まずしなければならないことは何ですか。 

 

Ａ まず，速やかに被後見人の財産，収入，支出としてどのようなものがあるかを

調査し，年間の支出予定を立てた上で，財産目録及び収支予定表を作成して，指

定された期限までに家庭裁判所に提出してください（後見監督人が選任されてい

る場合は，後見監督人を通じて提出してください。）。 

  なお，財産目録等を提出するまでは，急を要する行為以外はしないようにして

ください。 

 

１ 後見人の最初の仕事は，被後見人の収支や財産の内容を正確に把握することで

す。後見人が被後見人の収支や財産を管理するためには，その内容を知らなけれ

ばならないからです。財産（預貯金，不動産，生命保険，有価証券，現金等），

収入（年金，給与，家賃等），支出（生活費，医療費，施設費，税金，社会保険

料等），負債など，どのようなものがあるかを調査してください。 

  もし，これまで後見人以外の方が被後見人の財産を事実上管理していた場合に

は，速やかに，財産の引継ぎを受けてください。 

２ 後見人に選任された方は，調査結果に基づき，財産目録及び収支予定表を作成

してください。財産目録の作成に当たっては，預貯金であれば最新の残高が記載

された通帳，生命保険であれば保険証書等，不動産であれば全部事項証明書（登

記簿謄本）等，それぞれの資料に基づいて正確に記入してください。また，収支

予定表の作成に当たっては，収入支出の計画を立てる必要があります。Ｑ５を参

照して収入支出の計画を立ててください。後見監督人が選任されている場合は，

調査や目録の作成には後見監督人の立会いが必要になります（民法８５３条２

項）。 

なお，家庭裁判所に提出された書類等はお返しできませんので，ご自身が提出
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した書類等は必ずコピーをとって手元に保管し，後日，裁判所書記官から提出書

類等への質問がある場合に備えてください。 
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 Ｑ５ 収入支出の計画  

被後見人の療養看護など，必要となる費用を予定しなければならないそうで

すが，どのようにすればよいのでしょうか。 

 

Ａ 年間の収入と支出の見込みを明らかにしてこれを対比し，被後見人が適切な療

養看護を受けることができるように，中長期的展望に立って，できるだけ被後見

人の利益になるように計画を立ててください。 

 

１ 後見人に選任されたら，まずは被後見人の財産，負債，収入と支出を把握する

ことになります（Ｑ４参照）。その上で，年金などの決まった収入，医療費や税

金などの決まった支出を計上し，年間の計画を立ててください。収入の範囲内で

やりくりできるのか，毎月どの程度の余裕があるのか，あるいは，預貯金を取り

崩さないと生活を維持できないのか，などについて見極めてください。 

２ 収支予定表への金額の記入は，月額でお願いします。例えば，年金は通常２か

月ごとに支給されますので，その半額が１か月の収入となります。また，固定資

産税のように，支払が毎月でないものは，年額を１２等分したものが月額となり

ます。 

さらに，入院費のように，その月によって金額が違うようなものは，それまで

の実績の平均を算出してください。 
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 Ｑ６ 収入支出の管理  

被後見人の生活費など，お金の出入りについて，詳しい家計簿をつけなけれ

ばなりませんか。私自身，日頃，家計簿をつける習慣がなく，心理的にかなり

負担に思います。 

 

Ａ 後見人は，被後見人の財産を，他人（後見人・親族等）の財産と区別して管理

する必要があります。収入支出はできる限り預貯金通帳に反映させるようにし，

現金で管理している部分については，日頃から金銭出納帳などの家計簿でその使

用使途をこまめにつけるようにしてください。また，個々の支出を裏付ける領収

書，レシート等を残しておいてください。 

 

１ 後見人に選任された方が，被後見人の親族である場合もありますが，後見人と

なった以上，被後見人の財産は，あくまでも「他人の財産」であるという意識を

持っていただく必要があります。後見人や第三者の財産と被後見人の財産とを混

同しないようにしてください。ある財産が被後見人のものか，後見人のものか明

らかでないというときには，後見人の勝手な判断で被後見人名義の財産を後見人

名義に変更したりせず，その財産の管理方法について，家庭裁判所に相談してく

ださい。 

２ 収支については，なるべく預貯金通帳で管理することをおすすめします。口座

振込みなどをできる限り利用し，収入と支出を預貯金通帳に反映するように心が

けてください。その上で現金で管理している部分については，現金出納帳をつけ

てください（記載例については３５頁を参照してください。）。 

３ 現金出納帳は，必要に応じて家庭裁判所に提示していただくことがあります。

また，個々の支出を裏付ける領収書，レシート等も提示していただくことがあり

ますので，月ごとに整理して保管しておいてください。  
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 Ｑ７ 預貯金の管理の方法  

１ 最近は金利が低いので，元本割れの危険はあるものの，利回りがよい方法

で運用してもよいでしょうか。 

２ 被後見人名義の預金がありますが，後見が開始された後，口座の名義を変

える必要がありますか。 

 

Ａ １ 金利が低くても，元本が保証される安全確実な方法で管理してください。 

  ２ 通帳の名義は，「被後見人名義」か「成年被後見人○○○○成年後見人□

□□□」にしてください（ただし金融機関によって扱いが異なります。）。 

 

１ 被後見人の財産管理は安全確実であることが基本です。後見人の判断で，元本

保証のない投機的な運用（株式購入，投資信託，外貨預金など）を行うことは避

けてください。また，多額の金銭を預貯金ではなく，現金で保管すること（たん

す貯金）は，紛失，盗難の危険があるため認められません。現金で保管する金額

は，日常の支出に必要な限度（５０万円くらい）にとどめてください。 

万一，被後見人に損害が発生した場合は，後見人を解任される可能性（民法８

４６条）があるばかりでなく，新しい後見人から損害賠償を請求される可能性も

あります。 

２ 後見人に選ばれたら，その後の安全，円滑な取引のために，通帳の名義は「被

後見人名義」か「成年被後見人○○○○成年後見人□□□□」に変更してくださ

い。これは，後見人の財産と被後見人の財産を明確に区別するためです。 

ただし，金融機関によって取扱いに違いが見られるようですので，個別のケー

スでは各金融機関にご相談ください。 

３ 残高の少ない口座が多数あるなど，管理上支障がある場合は，１つの口座にま

とめてもかまいません。ただし，この場合には，口座間の移動経緯がわかるよう

にしておいてください。  
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 Ｑ８ 財産の使い道  

お金を使う際，具体的に，どのようなものに支出してよいのでしょうか。ま

た，支出してはいけないものにはどのようなものがあるでしょうか。 

 

Ａ 原則として，被後見人自身のための支出に限られます。そのため，被後見人の

財産をその配偶者や子，孫などに贈与したり，貸し付けたりすることは，たとえ

税法上の優遇措置があったとしても，原則として認められません。相続税対策を

目的とする贈与等についても同様です。ただし，被後見人が扶養義務を負ってい

る配偶者や未成年の子などの生活費については，適正な範囲内で支出できます

し，被後見人が負っている債務の弁済金，後見人がその職務を遂行するために必

要な経費を支出できます。 

 

１ 被後見人の生活費 

まず，被後見人自身の食費，被服費，医療費等，被後見人自身の生活に必要な

費用については，被後見人の財産から支出することができます。 

ただし，被後見人の収入・資産等に照らして相当と認められる範囲内という制

約があります。その時点では被後見人に十分な資産があると思われる場合でも，

将来収入が減ったり，思いもかけない支出が必要になったりすることも考えられ

ます。したがって，後見人としては，被後見人の財産の総額，今後の収入の見込

み，支出の必要性，金額等を十分検討し，中長期的な展望に立って，その支出が

相当かどうかを判断しなければなりません。 

２ 被後見人の被扶養者の生活費 

被後見人に一定の収入や資産があり，収入がない配偶者や未成年の子がいる場

合には，被後見人は，配偶者や子に対して扶養義務を負っていることになります。 
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そのため，配偶者や子の生活費について，適正な範囲内で被後見人の財産から

支出することができます。適正な範囲の額については，上記１のような要素を参

考に中長期的な展望に立って判断してください。 

３ 被後見人の負っている債務の弁済 

被後見人が第三者に対して債務を負っている場合には，後見人として当然被後

見人の財産から弁済しなければなりません。 

ただし，債務といっても，例えば被後見人が経済的に困っていた時期に身内か

ら証書等も作らず受け取った金員など，贈与（もらったもの）なのか借入金（返

すべきもの）なのか，法律的な趣旨があいまいなものもあります。 

したがって，債務について証書等が残っていない場合は，被後見人が本当に債

務を負っているかどうか十分確認する必要があります。そういった事情がある場

合には，弁済する前に家庭裁判所又は後見監督人に相談してください。 

４ 後見事務遂行のための経費 

後見人がその職務を遂行するために必要な経費は，被後見人の財産から支出す

ることができます。例えば，後見人が被後見人との面会や金融機関に行くための

交通費，被後見人の財産の収支を記録するために必要な文房具，コピー代等がそ

れに当たります。ただし，これらについても，支出の必要性，被後見人の財産の

総額等に照らして相当な範囲に限られます。したがって，例えば，交通費は，原

則として電車やバスといった公共の交通機関の料金，ガソリン代に限られ，高額

なタクシー代等については，特別の事情がない限り認められないことになります

から，注意してください。 

５ その他 

上記１から４まで以外であったとしても，被後見人の財産からの支出が一切認

められないというわけではありません。例えば，親族や親しい友人の慶弔の際に

支払う香典や祝儀等については，常識的な範囲内であれば被後見人の財産の中か

ら支出して差し支えありません。ただし，被後見人のために自宅を修理・改築し
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たい，被後見人の送迎のために自動車を購入したいといった場合など，多額の支

出が見込まれる場合は，家庭裁判所又は後見監督人に相談してください。 
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 Ｑ９ 被後見人の財産の処分  

被後見人の財産を処分したいのですが，どうしたらよいでしょうか。 

 

Ａ 被後見人の財産（居宅に関するものを除く。Ｑ１０参照）の処分は，後見人の

責任で行ってかまいません。ただし，被後見人に損害を与えないよう，処分の必

要性，他の方法の有無，被後見人の財産の額などを事前に十分に検討した上で必

要最小限の範囲で行ってください。 

 

後見人は被後見人の財産を適正に管理する必要があります。土地を売却すれば費

消されやすいお金になったり，抵当権を設定すれば財産的価値が減少したりするの

で，むやみに財産を処分することは望ましいことではありません。 

 ただ，さまざまな理由で被後見人の財産を処分する必要が生じることもあるでし

ょう。そのような場合，後見人は，自己の責任において被後見人の財産を処分する

ことができます。処分に当たっては，その必要性，他のより安全な方法の有無，被後

見人の現在の財産額などを考慮して，被後見人に損害を与えないように注意する必

要があります。万一，被後見人に損害が生じた場合，後見人は賠償責任を負う可能

性があります。したがって，重要な財産を処分する場合で，後見人だけでは判断に

困ることがあれば，事前に，家庭裁判所又は後見監督人に相談してください。その

場合，事情によっては，処分しようとしている財産や処分の方法等について，家庭

裁判所に資料等を提出していただく場合もあります。また，財産を売却した場合，

売却代金は被後見人の口座で適正に管理してください。売却代金を元手に被後見人

の財産を殖やそうとして投機的運用などしてはいけません。 

なお，被後見人の自宅の土地，建物などの処分については，家庭裁判所の許可が

必要ですので注意してください（Ｑ１０参照。民法８５９条の３）。 
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 Ｑ１０ 被後見人の居住用不動産の処分  

被後見人の居住用不動産を処分（売却，賃貸，賃貸借の解除，抵当権の設定

等）したいと思っています。どうしたらよいでしょうか。 

 

Ａ 被後見人の居住用不動産を処分するには，「居住用不動産処分許可」の申立て

をし，家庭裁判所の許可を得る必要があります（民法８５９条の３）。 

 

１ 被後見人の居住用不動産とは，被後見人が所有権又は賃借権等を有する居住す

るための建物又はその敷地をいいます。これには，被後見人が現に住居として使

用している不動産に限らず，被後見人が現在は入院又は施設入所しているため居

住していないが，過去に居住したことがある不動産や将来居住する可能性がある

不動産なども含みます。 

  また，処分には，売却や取り壊しだけでなく，賃貸，賃貸借の解除，抵当権の

設定なども含まれます。 

２ 被後見人の今後の生活を考えた時，住まいは，最も重要な問題です。そこで，

被後見人の生活に支障を来すことのないよう，被後見人の居住用不動産を処分す

る時は，家庭裁判所の許可を得なければならないことになっています。 

許可を受けずに売却したり抵当権を設定したりすれば，その契約は無効です。 
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 Ｑ１１ 遺産分割に当たっての留意点  

近々，遺産分割が予定されていますが，被後見人は相続人の１人です。遺産

分割協議に当たり，被相続人の相続分（取り分）をどのように決めたらよい

か，思案しています。 

 

Ａ 遺産分割協議をする場合，被後見人が不利益を被ることがないよう，十分に配

慮してください。基本的には，法定相続分（民法９００条参照）が被後見人の取

り分と考えてください。 

 

１ 遺産分割協議においては，被後見人の相続分について，原則として法定相続

分を確保していただきます。それが，相続における被後見人の権利を守ること

になるからです。 

２ ただ，遺産の内容や被相続人との関係，その土地の慣習，他の相続人の構成

などを踏まえると，原則どおりに分割することが必ずしも妥当ではないと考え

られる場合には，家庭裁判所又は後見監督人にご相談ください。 

３ 相続人の間で意見がまとまらず，分け方が決まらない場合は，家庭裁判所の

調停を利用する方法もあります。 

４ なお，後見人と被後見人がともに相続人である場合，遺産分割協議に当た

り，特別代理人選任の手続が必要になることがあります（Ｑ１２参照。民法８

６０条，同８２６条）。 
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 Ｑ１２ 後見人と被後見人の利益が相反する場合  

後見人は被後見人と兄弟姉妹ですが，亡くなった父の遺産分割協議はどのよ

うにすればよいでしょうか。 

 

Ａ 遺産分割手続のための特別代理人を選任する必要があるため（民法８６０条，

同８２６条），「特別代理人選任」の申立てをしなければなりません。ただし，後

見監督人が選任されている場合は，同人が被後見人を代理することになりますの

で，特別代理人選任の申立てをする必要はありません。 

 

１ 後見人が，自分の立場と被後見人の法定代理人という２つの立場を兼ねてしま

うと，その気になれば，自分の取り分を多くして，被後見人の取り分を少なくす

ることも可能です。このように，後見人と被後見人の利益が相反している関係の

ことを「利益相反」と言います。 

利益相反になると被後見人の利益が守られない事態も想定されることから，そ

の場合には，家庭裁判所が選任した特別代理人が被後見人の代理人になります。

遺産分割の場合に限らず，後見人と被後見人の利益が相反する場合は，特別代理

人が必要となります。ただし，後見監督人が選任されている場合は，特別代理人

を選任する必要はありません。 

２ 特別代理人選任の申立ての際には，利益相反の関係に当たる行為について具体

的に記載していただきます。遺産分割の場合は，遺産分割協議案を添付していた

だいています。 

特別代理人は，その手続だけのために選ばれるものですから，手続が終われ

ば，当然に任務は終了します。  
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 Ｑ１３ 被後見人の財産がなくなったとき  

被後見人の財産はほとんどありません。入院費などを支払って全部なくなっ

てしまったら，後見人が被後見人の生活費を負担しなければなりませんか。 

 

Ａ 後見人ではなく，被後見人の扶養義務者が負担します（民法８７７条１項）。

もし，後見人自身が，被後見人の扶養義務者であれば，負担を求められることが

あります。 

  身寄りがないなど，だれの援助も受けられない場合は，生活保護を受給するこ

とになります。 

 

１ 被後見人の生活に要する費用は，基本的には被後見人の財産から支払われるこ

とになります。しかし，仮に被後見人の収入が十分でなく，被後見人の財産のみ

では賄えない場合は，被後見人の扶養義務者（配偶者，親，祖父母，子，孫，兄

弟姉妹）が負担することになります（扶養義務者が複数いる場合は，だれがどの

ように負担するかを話し合いで決めることになります。決まらない場合は，家庭

裁判所の調停を利用することもできます。）。後見人自身が扶養義務者であれば，

被後見人の生活費を負担することもあるでしょう。 

２ 被後見人に身寄りがなく，扶養義務者がいなかったり，いても生活に余裕がな

くて援助できないような場合は，生活保護など公的扶助に頼る以外にないでしょ

う。 
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 Ｑ１４ 後見事務の報告（定期報告）  

家庭裁判所への後見事務報告はどのようにすればよいでしょうか。 

 

Ａ 毎年，定められた期限までに，自主的に後見等事務報告書，財産目録，収支予

定表及び資料などを家庭裁判所（後見監督人が選任されている場合は後見監督人

を通じて）に提出してください。 

  なお，家庭裁判所からは事前に書類提出を依頼する連絡書面は送付しませんの

でご注意ください。 

 

１ 後見監督（Ｑ３参照）は，後見人に被後見人の生活状況と財産の管理状況を報

告していただくことから始まります。 

家庭裁判所は提出された報告書の内容を検討し，問題がなければ監督は終了し

ますが，場合によっては，資料の追加提出を求めたり，家庭裁判所までお越しい

ただくこともあります。 

  提出が必要な書面については，別途送付した定期報告に関するお知らせ書面に

て確認してください。 

２ 定期的・臨時的な収入についての資料，定期的・臨時的な支出についての領収

書などの資料は，家庭裁判所から提出を求められるときに備え，少なくとも次の

報告時期までは後見人において月ごとに整理して保管しておいてください。 
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 Ｑ１５ 報酬の付与  

後見人には報酬が支払われると聞きましたが，被後見人と親族の関係にあっ

てももらえるのですか。 

 

Ａ 後見人であれば，親族でも第三者でも報酬をもらうことができます。報酬を受

け取るためには，家庭裁判所に「成年後見人に対する報酬の付与」の申立てをす

る必要があります。 

後見人は，その事務の内容に応じて，被後見人の財産の中から報酬を受け取るこ

とができます。その場合には，後見人から家庭裁判所に対し，報酬付与の申立てを

していただかなければなりません。後見等事務報告時，後見人辞任時，後見終了時

など，一定の職務を行った後に申立てをしていただくことになります。家庭裁判所

は，後見人の行った事務の内容などを考慮して，後見人に報酬を付与するのが相当

かどうか，相当である場合には報酬の額をいくらとすべきかを決定します。 

後見人は，家庭裁判所から報酬を付与する旨の審判がされた後，認められた額だ

けを被後見人の財産から受け取ることができます。したがって，後見人は，このよ

うな手続を経ずに自らの判断で被後見人の財産から報酬を受け取ることはできませ

ん。 

なお，家庭裁判所が決めた報酬の額に不満があったり，報酬が認められなかった

としても，不服の申立てはできません。 
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 Ｑ１６ 後見人の追加的選任等  

後見人に選任され，実際に仕事をしましたが，思った以上に大変で，今後，

一人で後見人の仕事を続けていく自信がありません。 

 

Ａ 弁護士，司法書士，社会福祉士といった専門家等や他の親族を追加的に後見人

に選任して共同して後見事務を行う方法があります（民法８４３条３項）。ま

た，後見監督人を選任して，支援を受けながら後見事務を行う方法もあります。 

 

１ 後見人の職責は重く，仕事も多岐にわたるため，１人では荷が重すぎると感じ

られる方がいらっしゃいます。後見人は１人でなければならないということはあ

りませんので，後見人を追加的に選任して，共同で後見事務を行ったり，１人は

身上保護，もう１人は財産管理というように，仕事を分担して後見事務を行うこ

ともできます。専門家等を追加的に選任する場合，特に財産管理について不安が

ある場合は，弁護士や司法書士を，特に身上保護に不安がある場合は，社会福祉

士を選任することが考えられます。 

このように，すでに後見人が選任されている場合でも，家庭裁判所は追加して

後見人を選任することができますので，家庭裁判所又は後見監督人に相談してく

ださい。 

２ また，後見人ではなく，後見監督人を家庭裁判所が選任して，後見人が後見監

督人に相談したり，指導，助言を受けたりしながら後見事務を行うこともできま

す。 

この場合は，家庭裁判所に相談してください。 
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 Ｑ１７ 後見人の辞任  

病気や高齢により，後見人の仕事を続けることができなくなった場合は，ど

うすればよいですか。 

 

Ａ 家庭裁判所に，「成年後見人辞任許可」の申立てをしてください（民法８４４

条）。 

 

１ 後見人は，被後見人の権利や財産を守るため，家庭裁判所に適任であると認め

られて選任されたわけですから，後見人の都合で自由に辞任することができると

すると，被後見人の利益を守れなくなるおそれがあります。そこで，後見人は，

正当な事由がある場合に限り，家庭裁判所の許可を得て辞任することができると

されています（民法８４４条）。 

「正当な事由」の例としては，病気や高齢のほかに，後見人が遠隔地へ転居す

ることになって後見人の職務を円滑に行えなくなった場合などが考えられます。 

２ 後見人が辞任した場合は，他に後見人がいる場合を除いて，次の後見人を選ば

なくてはなりません。そこで，被後見人の権利保護に支障を来さないように，成

年後見人辞任許可の申立てと同時に、後任の後見人を選任するための「成年後見

人選任」の申立てをし，もし，後任に適当な人の心当たりがあれば，その人を推

薦してください（但し，その人が新しい後見人に選任されるとは限りません。）。 

３ 辞任が許可されたら，それまで管理していた財産を新しい後見人に引き継ぎ，

新しい後見人から受け取った引継書（受領書）を家庭裁判所に提出してくださ

い。以上で後見人の任務が終了します。 
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 Ｑ１８ 後見人の任務の終了  

１ 後見人に選任されましたが，後見人の役目はいつまで続くのですか。 

２ 後見人の役目を終えるときには何をしたらよいでしょうか。 

 

Ａ １ 後見人の任務が終了するのは，①被後見人が死亡したとき，②被後見人の

判断能力が回復して後見開始の審判が取り消されたとき（民法１０条），③

後見人を辞任したとき（同８４４条），④後見人を解任されたとき（同８４

６条）です。 

  ２ 任務を終了する際の大事なことは，財産の引継ぎです。後見人は，それま

で管理していた被後見人の財産について，管理の計算をし，相続人，被後見

人又は新しい後見人に財産の引継ぎをして任務が終了します。 

 

１ 被後見人が死亡したとき 

被後見人が死亡したときには，速やかに家庭裁判所に連絡してください。除籍

謄本又は死亡診断書の写しを提出していただくなど，必要な手続についてご説明

いたします。また，東京法務局にも，後見の終了の登記を申請してください（問

合せ先はＱ１９参照。後見登記等に関する法律８条１項）。 

管理していた財産は，相続人の１人に引き継いでください。 

２ 被後見人の判断能力が回復して後見開始の審判が取り消されたとき 

判断能力が回復して，後見人が必要なくなった場合には，家庭裁判所に「後見

開始の審判の取消」の申立てをしてください。取消の決定が出たら，後見人の任

務は終了します。 

この場合，被後見人であったご本人に財産を引き継ぎます。 

３ 後見人を辞任するとき又は解任されたとき 

辞任についてはＱ１７をご覧ください。 

４ 管理の計算 
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後見人の任務が終了してから２か月以内に，それまで行っていた財産管理の収

支について計算をしなければなりません（民法８７０条）。後見監督人が選任さ

れている場合は，後見監督人の立会いが必要になります（民法８７１条）。 

計算が終わったら，その結果を，財産を引き継ぐ相手と家庭裁判所に報告して

ください。 

 

＊ 万一，後見人ご自身が死亡したときは，ご親族のどなたかが家庭裁判所に連絡

してください。被後見人の権利保護に支障を来さないよう，速やかに後任の後見

人を選ばなければならないからです。 

  また，新しい後見人への財産の引継ぎは，ご親族にお願いすることになります。

まずは亡くなった後見人固有の財産（特に現金）と混同しないように注意しなが

ら，被後見人の財産をまとめてください。その上で財産目録を作成して新しい後

見人に引き継ぎ，新しい後見人から引継書（受領書）を受け取り，家庭裁判所に

提出してください。 
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 Ｑ１９  後見人であることの証明  

後見人であることの証明を求められたときは，どうすればよいでしょうか。 

 

Ａ 東京法務局又は全国の法務局・地方法務局の本局に登記事項証明書の交付を申

請してください（後見登記等に関する法律１０条）。 

 

 後見が開始されると，法定後見の種類，後見人の氏名，住所，被後見人の氏名，

本籍，住所などが東京法務局に登記されます。登記された内容を証明するのが「登

記事項証明書」で，これが，後見人であることの証明書になります。 

「登記事項証明書」の申請は，郵送の場合，東京法務局民事行政部後見登録課に

してください。窓口での申請は，東京法務局以外の法務局，各地方法務局の本局

（支局・出張所は不可）で行うことができます。申請のために必要な書類等，詳細

については，下記にお問い合わせください。 

 

＜郵送による申請＞ 

〒１０２－８２２６ 

 東京都千代田区九段南１－１－１５ 九段第２合同庁舎 

東京法務局民事行政部後見登録課 

電話０３－５２１３－１３６０（ダイヤルイン） 

 

＜窓口での申請（長野県の場合）＞ 

〒３８０－０８４６ 

長野市大字長野旭町１１０８番地 

長野地方法務局 電話０２６－２３５－６６１１（代表） 
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 Ｑ２０ 登記事項に変更が生じた場合  

被後見人が転居しました。何か手続が必要ですか。また，後見人が転居した

場合も何か手続が必要ですか。 

 

Ａ 東京法務局に登記事項の変更の登記申請書を提出してください（後見登記等に

関する法律７条）。また，家庭裁判所に御連絡ください。 

 

 転居により住所が変わったり，婚姻，離婚，養子縁組などによって姓が変わった

りすることがあります。この場合，登記されている住所や氏名と実際の住所や氏名

との間に齟齬が生じることになるので，東京法務局に変更の登記を申請してくださ

い。また，家庭裁判所にご連絡ください。 

後見人の登記事項に変更があった場合も同様です。 

詳しくは，東京法務局にお問い合わせください（問合せ先はＱ１９参照）。 
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Ｑ２１ 保佐人の仕事  

保佐人に選任されました。保佐人はどのような仕事をするのでしょうか。 

 

Ａ 保佐人は，被保佐人の意思を尊重しながら，同意権や取消権を行使し，又は与

えられた代理権の範囲内で，被保佐人の生活，療養看護及び財産に関する事務を

行うことになります。 

 

保佐人は，精神上の障害により判断能力が著しく不十分になり，重要な行為をす

る時は常に援助が必要である方(被保佐人)の援助をします。実際には，被保佐人が

自分でできることは自分で行いますが，重要な行為については，保佐人が被保佐人

の意思を尊重し，その心身の状態や生活状況に配慮して，被保佐人がしようとする

ことに同意して確定的に有効なものとします。この重要な行為というのは，民法１

３条１項各号に定められている行為と，家庭裁判所で特に定めた行為のことです。 

保佐人となられた方は，同意権と代理権の意味や，具体的にどのような行為に同

意権が法定され，またどのような行為に代理権が付与されているのかをよく理解

し，被保佐人の意思を十分に尊重する一方，被保佐人の利益にならない行為に対し

ては同意を与えないようにしたり，付与された代理権を適正に行使するといったこ

とが要求されます。そのため，その仕事の遂行に当たっては，保佐の制度と自分に

与えられた保佐人としての仕事の重要性とその内容の十分な理解が不可欠となりま

す。 

被保佐人が保佐人の同意を得ないで，契約などを行ってしまった場合，保佐人

は，その行為が被保佐人にとって不利益であればこれを取り消し，不利益でないと

考えられる場合にはこれを追認したりします。 

また，保佐人が家庭裁判所の審判で代理権を与えられている場合には，その代理

権の範囲で，被保佐人の代わりに法律行為をします。 
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≪民法１３条１項各号の行為≫ 

１号 元本を領収し，又は利用すること 

２号 借財又は保証をすること 

３号 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること 

４号 訴訟行為をすること 

５号 贈与，和解又は仲裁合意をすること 

６号 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること 

７号 贈与の申込みを拒絶し，遺贈を放棄し，負担付贈与の申込みを承諾し，又

は負担付遺贈を承認すること 

８号 新築，改築，増築又は大修繕をすること 

９号 民法６０２条（短期賃貸借）に定める期間を超える賃貸借をすること 

なお，日用品の購入その他日常生活に関する行為については，保佐人の同意を

要しないものとされています。 
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Ｑ２２ 保佐人の仕事の進め方  

同意権，代理権とは何ですか。また，保佐人が，被保佐人の行為に同意し

たり，代理権を行使したりする場合には，どのようなことに注意すればよい

でしょうか。 

 

Ａ 保佐人は，被保佐人が行おうとする行為について，その必要性や意向を聴取し，

同意をするか，しないかの判断をします。なお，保佐人の同意がないままで被保

佐人がした行為については，取消しをするか，追認をするかを判断します。 

保佐人が行使する代理権は，申立てにより審判で定められます。保佐人として

できることは，審判によって付与された代理権の範囲に限定されます。また，審

判で付与された代理権がある行為については，被保佐人に代わってこれを行いま

す。 

これらを行う際，保佐人は，被保佐人の意思を尊重し，その心身の状態及び生

活状況に十分配慮してください。 

 

１ 同意権について 

⑴ 同意権とは 

被保佐人は，民法１３条１項各号に定められている行為(Ｑ２１参照）と，

家庭裁判所で特に定めた行為を行うとき，あらかじめ保佐人の同意を得る必要

があります。このとき，被保佐人がしようとする行為について，保佐人が同意

するかどうかの判断をする権限を同意権といいます。 

⑵ 同意権の行使の方法 

被保佐人の行為に同意する場合には，契約書等に被保佐人が署名押印した後

に，「上記行為（又は契約）に同意します。」などと記し，「被保佐人○○○

○保佐人」として保佐人が署名押印します。被保佐人が保佐人の同意を得ない

で民法１３条１項各号に定められている行為や家庭裁判所で特に定めた行為を
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した場合には，保佐人はこれを取り消すことができますし，取り消さずに追認

をする（この場合は取消権がなくなります。）こともできます。 

取消権の行使は，保佐人から相手方に対する意思表示により行います。少な

くとも，法律行為（契約など）を特定し，それを取り消す旨を表示することが

必要です。例えば，「被保佐人○○と貴殿とが（△△年△△月△△日に）した

□□の売買契約を取り消す。」ことで足りますが，加えて問題の解決方法（精

算のための示談を望むとか民事訴訟を提起するなど）を示すこともあります。 

また，契約等の相手方から，被保佐人の行為を取り消すか追認するかの確答

を求められた場合，以下のとおり，その行為を追認するか取り消すかいずれか

に確定させることができます。 

ア 相手方が，保佐人に対し，１か月以上の期間を定めて追認するかどうかの

確答を求めた場合に，保佐人が確答しなければ，追認したものとみなされま

す（民法２０条２項）。よって，契約は有効になります。 

イ 相手方が，被保佐人に対し，１か月以上の期間を定めて保佐人の追認を得

るように求めた場合に，被保佐人がその期間内に追認を得たとの通知をしな

かったときは，取り消したものとみなされます（民法２０条４項）。よって，

契約は初めから無効であったことになります。 

ただ，被保佐人が詐術を用いて契約などの法律行為をしたときは，その法律

行為を取り消すことはできません（民法２１条）。詐術とは，行為能力を制限

されていないと相手方に誤信させる行為です。 

２ 代理権について 

保佐人が，審判で付与された特定の法律行為について，被保佐人に代わって法

律行為を行うことのできる権限を代理権といいます。 

保佐人が行使する代理権は，申立てにより審判で付与されます。保佐人として

代理できる行為は，審判によって定められた代理権の範囲に限定されます。した

がって，保佐人に選任された人は，まず，審判書の謄本をよく読み，自分にどの
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ような代理権が付与されているのか，よく確認してください。 

３ 代理権の追加・取消 

新しい事柄について更に代理権が必要になった場合には，新たに審判が必要に

なります。その場合は，「保佐人に対する代理権の付与」の申立てをしてくださ

い。家庭裁判所は，被保佐人の意見を聴いた上で，追加の必要性等を考慮して審

判することになります。 

また，付与された代理権の必要がなくなったり，内容が特定の不動産の売却の

ようなものであった場合には，代理権の対象となった行為の終了に伴って代理権

の付与の審判の取消しを申し立てることもできます。 
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Ｑ２３ 補助人の仕事  

補助人に選任されました。補助人はどのような仕事をするのでしょうか。 

 

Ａ 補助人は，被補助人の意思を尊重しながら，付与された同意権・代理権の範囲

内で，被補助人の生活，療養看護及び財産に関する事務を行うことになります。 

 

補助人は，精神上の障害により判断能力が不十分になり，重要な財産行為等をするに

は援助が必要な場合がある方(被補助人)の援助をします。実際には，被補助人が自分で

できることは自分で行いますが，申立てにより家庭裁判所が定めた行為については，補助

人が同意したり，代理権を行使したりします。 

補助人となられた方は，同意権と代理権の意味や自分にどのような行為について同意

権や代理権が付与されているのかをよく理解し，被補助人の意思を十分に尊重する一方，

被補助人の利益にならない行為に対しては同意を与えないようにしたり，付与されている

代理権を適正に行使するといったことが要求されます。そのため，その仕事の遂行に当た

っては，補助の制度と自分に与えられた補助人としての仕事の重要性とその内容の十分

な理解が不可欠となります。 

家庭裁判所の審判により同意を要すると定められた法律行為について，被補助人が補

助人の同意を得ないで，契約などを行ってしまった場合，補助人は，その行為が被補助人

にとって不利益であればこれを取り消し，不利益でないと考えられる場合にはこれを追認

したりします。 

また，補助人が家庭裁判所の審判で代理権を付与されている場合には，その代理権の

範囲で，被補助人の代わりに法律行為をします。 
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Ｑ２４ 補助人の仕事の進め方  

同意権，代理権とは何ですか。また，補助人が，被補助人の行為に同意し

たり，代理権を行使したりする場合には，どのようなことに注意すればよい

でしょうか。 

 

Ａ 補助人が行使する同意権や代理権は，申立てにより審判で定められます。補助

人としてできることは，審判で付与された同意権・代理権の範囲に限定されます。 

補助人は，被補助人が行おうとする行為について，その必要性や意向を聴取し，

同意をするかしないかの判断をします。なお，補助人の同意がないままで被補助

人がした行為については，取消しをするか，追認をするかを判断します。 

また，審判で付与された代理権がある行為については，被補助人に代わってこ

れを行います。 

これらを行う際，補助人は，被補助人の意思を尊重し，その心身の状態及び生

活状況に十分配慮してください。 

 

１ 同意権について 

⑴ 同意権とは 

被補助人は，補助人の同意を要すると家庭裁判所で定めた行為を行うとき，

あらかじめ補助人の同意を得る必要があります。このとき，被補助人がしよう

とする行為について，補助人が同意するかどうかの判断をする権限を同意権と

いいます。 

⑵ 同意権の行使の方法 

被補助人の行為に同意する場合には，契約書等に被補助人が署名押印した後

に，「上記行為(又は契約）に同意します。」などと記し，「被補助人○○○○

補助人」として補助人が署名押印します。被補助人が補助人の同意を得ないで

補助人の同意を要すると定められた行為をした場合には，補助人はこれを取り
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消すことができますし，取り消さずに追認をする（この場合は取消権がなくな

ります。）こともできます。 

取消権の行使は，補助人から相手方に対する意思表示により行います。少な

くとも，法律行為（契約など）を特定し，それを取り消す旨を表示することが

必要です。例えば，「被補助人○○と貴殿とが（△△年△△月△△日に）した

□□の売買契約を取り消す。」ことで足りますが，加えて問題の解決方法（精

算のための示談を望むとか民事訴訟を提起するなど）を示すこともあります。 

また，契約等の相手方から，被補助人の行為を取り消すか追認するかの確答

を求められた場合，以下のとおり，その行為を追認するか取り消すかいずれか

に確定させることができます。 

ア 相手方が，補助人に対し，１か月以上の期間を定めて追認するかどうかの

確答を求めた場合に，補助人が確答しなければ，追認したものとみなされま

す（民法２０条２項）。よって，契約は有効になります。 

イ 相手方が，被補助人に対し，１か月以上の期間を定めて補助人の追認を得

るように求めた場合に，被補助人がその期間内に追認を得たとの通知をしな

かったときは，取り消したものとみなされます（民法２０条４項）。よって，

契約は初めから無効であったことになります。 

ただ，被補助人が詐術を用いて契約などの法律行為をしたときは，その法律

行為を取り消すことはできません（民法２１条）。詐術とは，行為能力を制限

されていないと相手方に誤信させる行為です。 

２ 代理権について 

補助人が，審判で付与された特定の法律行為について，被補助人に代わって法

律行為を行うことのできる権限を代理権といいます。 

補助人が行使する代理権は，申立てにより審判で付与されます。補助人として

代理できる行為は，審判によって付与された代理権の範囲に限定されます。した

がって，補助人に選任された人は，まず，審判書の謄本をよく読み，自分にどの
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ような代理権が付与されているのか，よく確認してください。 

３ 同意権，代理権の追加・取消 

新しい事柄について更に同意権や代理権が必要になった場合には，新たに審判

が必要になります。その場合は，「補助人の同意を要する行為の定め」の申立て，

「補助人に対する代理権の付与」の申立てをしてください。家庭裁判所は，被補

助人の意見を聴いた上で，追加の必要性等を考慮して審判することになります。 

補助人には，審判で定められた事項についてのみの同意権や代理権しか付与さ

れていませんので，例えば遺産分割手続を行う代理権のみを有している補助人に

ついて，対象となった遺産分割手続が完了してしまったり，被補助人が同意を要

する行為を行う可能性がなくなってしまうなど，これ以上補助人として代理権を

行使したり，被補助人の法律行為に同意したりすることがなくなってしまう場合

があります。 

このように審判に定められた同意を要する行為や代理権を有する行為がすべて

終わってしまったときは，そのままの状態を放置することなく，速やかに家庭裁

判所に対し，「補助人の同意を要する行為の定めの審判の取消し」の申立て，

「補助人に対する代理権付与の審判の取消し」の申立てをしてください。申立て

が認められ，補助人に与えられていた同意権，代理権のすべてが取り消された場

合には，家庭裁判所は職権で補助開始の審判を取り消すこととなり，これによっ

て補助人としての職務も終了することになります。この場合，補助開始の登記の

抹消は家庭裁判所が行うこととなります。財産管理に関する代理権が付与されて

いる場合は，これまで管理していた財産を被補助人であったご本人に引き継ぎ，

ご本人から受け取った引継書（受領書）を家庭裁判所に提出してください。 



年 月 日 摘     要 預り金額 支払金額 残 高 年月日 摘     要 受入金額 出金額 残 高

① 25.2.8 自動受払機（ＡＴＭ） 30,000 3,432,286 ② 25.2.8 ○○銀行△△支店口座から払出し 30,000 30,000

25.2.15 年金 150,000 3,582,286 ③ 25.2.11 本人・衣類（パジャマ・下着） 3,272 26,728

④ 25.2.20 施設使用料 53,000 3,529,286 ③ 25.2.12 本人面会・交通費往復分(後見人自宅～本人入所施設) 880 25,848

25.2.27 ○○市福祉医療費 18,726 3,548,012 ③ 25.2.20 本人・散髪 3,000 22,848

④ 25.2.28 固定資産税 14,500 3,533,512 ③ 25.2.23 本人・日用品(タオル・ティッシュペーパー・オムツ) 8,248 14,600

① 25.3.12 自動受払機（ＡＴＭ） 20,000 3,513,512 ③ 25.2.25 本人面会・交通費往復分(後見人自宅～本人入所施設) 880 13,720

④ 25.3.21 施設使用料 56,320 3,457,192 ② 25.3.12 ○○銀行△△支店口座から払出し 20,000 33,720

25.3.29 ○○市福祉医療費 19,282 3,476,474 ③ 25.3.12 本人・衣類（春物シャツ・ズボン) 18,573 15,147

① 25.3.29 自動受払機(ＡＴＭ) 30,000 3,446,474 ③ 25.3.13 本人・食料品(お菓子・ジュース) 4,385 10,762

25.4.15 年金 150,000 3,596,474 ③ 25.3.15 本人面会・交通費往復分(後見人自宅～本人入所施設) 880 9,882

③ 25.3.20 本人・散髪 3,000 6,882

③ 25.3.27 本人・日用品(タオル・ティッシュペーパー・オムツ) 6,321 561

① ＡＴＭから出金した金銭の使途については，通帳の記載を見ただけでは分かりません。 ② 25.3.29 ○○銀行△△支店口座から払出し 30,000 30,561

② ＡＴＭから出金した金額（上記①の金額）を，現金出納帳の「受入金額」欄に記載します。 ③ 25.3.31 本人面会・交通費往復分(後見人自宅～本人入所施設) 880 29,681

③ 現金による支払いがあった場合には，現金出納帳の「出金額」欄に記載します。

領収書（レシート）を必ず保管してください。

④ 口座振替になっている支出については，現金出納帳に記載する必要はありません。

請求書（口座振替明細書）を必ず保管してください。

【 現金出納帳 】【 通帳 （ ○○銀行△△支店の口座 ） 】

現　金　出　納　帳　の　作　成　に　つ　い　て

35


